
パートタイム・有期雇用労働者に関する
ルールが変わります

（令和８年10月１日施行）

労働者・事業主の皆さまへ

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

改正後の

モデル労働条件

通知書はこちら

https://www.mhlw.go.jp/

content/

11650000/000815925.pdf

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に

加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が

必要となります（違反した者は10万円以下の過料に処されます）。

❶ 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！ 【パート・有期法施行規則】

❷ ｢同一労働同一賃金ガイドライン｣ が改正されます！ 【告示】

❸ 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！ 【告示（雇用管理指針）】

パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、

「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されました。

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパート

タイム・有期雇用労働者との間で、待遇（基本給や各種手当、福利厚生

など）について不合理な差を設けることを禁止しています（いわゆる

「同一労働同一賃金」）。

「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なの

かについて、考え方や具体例などを示したものです。

今般、ガイドラインに新たに追加された内容は、裏面のとおりです。

現行の
明示事項

新たな
明示事項

□昇給の有無

□退職手当の有無

□賞与の有無

□相談窓口

□待遇の相違等に関する説明を
求めることができる旨

改正後の
ガイドラインについて
詳しくはこちら

雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます！1 【パート・有期法施行規則】

「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます！2 【告示】

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815925.pdf


⚫ 「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやす

い内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明しましょう。

⚫ 「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合には、説明に活用した資料等を交付する

ことが望ましいです。

⚫ 資料を交付することが困難な場合であっても、事後に求めがあったときは当該資料を閲覧さ

せる等の工夫をするよう努めましょう。
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• 賞与（記載の充実）

• 退職手当（新規追加）

• 無事故手当（新規追加）

• 病気休職（記載の充実）

• 夏季冬季休暇（新規追加）

• 褒賞（新規追加）

〈新たに追加された内容〉

パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差

がある場合、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、①待遇差の

内容や理由、②法第６条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項を

説明しなければなりません。説明に当たっては、次の点に留意しましょう。

〈住宅手当〉

➢ 住宅手当が「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」である場合、正

社員と同一の転居を伴う配置の変更があるパートタイム・有期雇用労働者には、正社

員と同一の住宅手当を支給しなければなりません。

〈夏季冬季休暇〉

➢ パートタイム・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければ

なりません。

その他の改正内容や上記の内容の詳細については同一労働同一賃金特集ページへ

雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります！3 【告示（雇用管理指針）】

• 家族手当（新規追加）

• 住宅手当（新規追加）

• 福利厚生施設（記載の充実）

自社の状況が
ガイドライン等の
内容に沿ったものに
なっているか確認し
てみましょう。

PICK UP！
〈賞与・退職手当〉

➢ 賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、

功労報償等の様々な目的が含まれます。

➢ これらの目的が妥当するにもかかわらず、パート

タイム・有期雇用労働者に対し、正社員との間の

職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容

を支給しない場合、不合理と認められる可能性

があります。

就業規則の整備等の労務管理に

関するお問い合わせは

働き方改革推進支援センターへ

同一労働同一賃金に関するお問い合わせは

佐賀労働局雇用環境・均等室へ

受付時間 ８ :30-17:15（土日・祝日・年末年始を除く）



• 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資す

る計画の作成が必要

• 中小企業が利用可能

• 助成額は、賃金の引き上げ額、引き上げ労働者

数等によって決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

賃上げ＋設備投資活用のポイント

の支援策

厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

賃金引き上げ
事業主の皆さまへ

助成上限額賃上げコース区分

30～130万円50円コース

40～300万円70円コース

90～600万円90円コース

• 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアッ

プ計画の作成が必要

• 中小企業、大企業どちらも利用可能

• 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃

金規定等を改定する必要あり

• 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給

制度を新たに規定した場合は助成額を加算

非正規雇用労働者の賃上げ活用のポイント

キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実施した

場合、65万円が支給されます。
活用例

助成額
（１人当たり）

非正規雇用労働者の
賃上げ率の区分

４万円(2.6万円)３％以上4％未満の場合

5万円(3.3万円)4％以上5％未満の場合

6.5万円(4.3万円)5％以上6％未満の場合

7万円(4.6万円)6％以上の場合

• 労働時間削減等の取組計画の作成が必要

• 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能

• 助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ額、

賃金を引き上げた労働者数等により決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

労働時間削減等の取組

（賃上げ・割増賃金率）＋設備投資等
活用のポイント

助成上限額

コース区分 加 算
基本部分

割増賃金率賃上げ

２５～100
万円

６～３６０
万円（※２）

25～550 万円
業種別課題
対応コース （※１）

25～200 万円
労働時間短縮・
年休促進支援コース

50～1５０万円
勤務間インターバル
導入コース

働き方改革推進支援助成金

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン

サルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を

引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25～550万円が助成されます。
活用例

（※１）建設業の場合
(※２)常時使用する労働者数が１０人以上30人以下の場合は、５％以上の賃上げに係る加算額は２倍になります。

また、常時使用する労働者数が１０人未満の場合は、５％以上の賃上げに係る加算額は2.5倍になります。
（※３）別途団体向けのコースあり。

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業等に、その費用の一部を助成します。

中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象（※）です。
※申請前の賃金引き上げ、交付決定 前の設 備投資 は対象 となりませ ん。

事業場内最低賃金労働者3人の時給を70円引き上げた場合、設備投資にかかった費用に対し

最大10０万円が助成されます。
活用例



助成額・助成率（※１・２）区分

50万円 （40万円）
①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

25万円 （20万円）
④職場活性化制度
⑤健康づくり制度

導入経費の62.5％又は７５％
（50％）

⑥作業負担を
軽減する機器等

人材確保等支援助成金 （雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

人材確保のために雇用管理制度（賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健

康づくり制度）の導入や雇用環境の整備（従業員の作業負担を軽減する機器等の導入）により、離職

率低下を実現した事業主に対して助成します。

複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げを行った場合、最大3２5

万円が支給されます。
活用例

（ Ｒ ８ ． ４ ）

支援策の詳細はHPをチェック

厚生労働省HP

「賃上げ」支援助成金パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/package_00007.html

• 雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する

機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下

が必要

• 原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)

• 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定

• 対象労働者の賃上げで、助成額を加算

雇用管理改善の取り組み
（賃上げ加算）

活用のポイント

(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能

(※１)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。

（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は225万円（150万円）。

• 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働
局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施し
た後、申請

• 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
• 中小企業、大企業どちらも利用可能
• 助成額は、訓練内容、企業規模により決定

職業訓練＋経費助成等
（訓練終了後の賃上げ等加算）

活用のポイント賃上げした場合の助成率・額区分（※）

労働者1人１時間あたり

５００円・1000円
①賃金助成額

訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、

2４万円・36万円
②経費助成率

1人１コースあたり

12万円～２５万円
③ＯＪＴ実施助成額

人材開発支援助成金

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練

経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

活用例

（※３） 訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。）。

中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練（※１）（訓練経費10万円）を受講させ、
訓練終了後、訓練受講者の賃上げ（※２）を行った場合、7万円が支給されます。

（※１） 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
（※２） ５％以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い３％以上賃金を上昇させた場合

より高い処遇への労働移動等への支援

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

• 雇入れ支援コース：事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇

入れ、雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

• 中途採用拡大コース：中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ、

雇い入れた中途採用者について、雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

• 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し５％以上増加させた

場合に、出向元・出向先双方の事業主に対して助成（上限額8,870円／１人１日あたり（１事業主あ

たり1,000万円））します。



令和8年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を50円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引上げ計画

設備投資等の計画
（機械設備導入やコンサル

ティングなど）

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事
業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有す
る企業（みなし大企業）でないこと）

• 事業場内最低賃金が、令和８年度地域別最低賃金未満であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業所ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

事業完了期限賃金引上げ期間申請期間

交付決定年度の１月31日
令和８年９月１日～

申請事業所に適用される地域
別最低賃金発効日の前日

令和８年９月１日～
申請事業所の都道府県において
適用される地域別最低賃金の
発効日の前日又は同年11月30日

のいずれか早い日

申請期限と賃金引上げの期間

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金では、雇入れ後６か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてい

ただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第４条及

び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください。



助成上限額・助成率

助成上限額

４/５
事業場内最低賃金
1 , 0５0円未満

３/４
事業場内最低賃金
1 , 0５0円以上

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

事業場内最低賃金である労働者

事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が

「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

申請事業場の事業場内最低賃金が
1,050円未満である事業者

賃金
要件

①

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
６か月間平均における利益率が前年度
と比べ３％ポイント※以上低下してい
る事業者

物価
高騰等
要件

②

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

物価高騰等要件に該当する事業者は、パソコ
ン等の新規導入が認められる場合があります。
詳しくはP3の「助成対象経費の特例」をご
覧ください。

助成上限額

引き上げる

労働者数

事業場内

最低賃金

の引上げ

額

コース

区分
事業場規模

30人未満

の事業者

右記以外

の事業者

４０万円３０万円１人

50円
以上

５０円
コース

７０万円４０万円２～３人

７０万円７０万円４～５人

９０万円９０万円６～７人

１１０万円１１０万円８人以上

１３０万円１３０万円10人以上※

５０万円４０万円１人

70円
以上

７ 0 円
コース

１００万円５０万円２～３人

１３０万円１３０万円４～５人

１８０万円１８０万円６～７人

２３０万円２３０万円８人以上

３００万円３００万円10人以上※

１００万円９０万円１人

90円
以上

9 0 円
コース

２４０万円１５０万円２～３人

２７０万円２７０万円４～５人

３６０万円３６０万円６～７人

４５０万円４５０万円８人以上

６００万円６００万円10人以上※



賃金引上げに当たっての注意点

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。
• 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,040円→1,090円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事
業場内最低賃金の引上げ（1,045円
→1,100円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引上げ
（1,045円→1,100円）を実施

対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対
象となります（パソコン等は新規導入に限ります。）。

特例事業
者

（②のみ）

一般
事業者

助 成 対 象 経 費

〇〇生産性向上に資する設備投資等

〇×
生産性向上に資する設備投資等のうち、

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨、
定めていただく必要があります。

対象となる設備投資など

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

対 象 経 費 の 例経 費 区 分

• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

機器・設備の導入

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング

顧客管理情報のシステム化その他

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が1,040円
→助成率4/5

○8人の労働者を1,130円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

480万円
(＝600万円×4/5)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 同一事業所の申請は年度内１回までです。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引上げに取り組む方に、設備資
金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業所がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R8.4）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 助成対象経費の特例となっていた自動車（特殊用途自動車を除く）は、助成対象外となりました。
• 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
• 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近３か月間のうち
任意の１月」から「最近６か月間平均」になりました。

• その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

助成金支給の流れ

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」
最新の要綱・要領やQ&A、申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事
例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト
全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引上げに向けた取組
事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払を実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます

令和７年度からの主な変更点



2026（令和８）年度

両立支援等助成金のご案内

仕事と育児等が両立できる“職場環境づくり”に取り組む事業主を支援します！！

育児休業取得時

育児休業中

職場復帰

★出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

★育児休業等支援コース
(育休取得時）

★育休中等業務代替支援コース

育児期

★柔軟な働き方選択制度等支援コース

1人目20万円
2人目・3人目10万円

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備等を行
い、育児休業を取得した男性労働者が生じた場合に支給。
また、男性の育休取得率が上昇した場合に60万円

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者
の円滑な育児休業の取得等に取り組み、育児休業を取得し
た労働者が生じた場合に支給。

 30万円

★育児休業等支援コース
（職場復帰時）

「育休取得時」の支給を受けた事業主が、取得時と同一の
育児休業者に対し、円滑な職場復帰のために情報提供や原
則として原職等に復帰させ、6か月以上継続雇用した場合に
支給。

 30万円

育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務
体制整備のため、育児休業取得者や育児短
時間勤務を利用する労働者の業務を代替す
る周囲の労働者への手当支給等の取組や、
育児休業取得者の代替要員の新規雇用（派
遣受入を含む）を実施した場合に支給。

最大
260万円

最大
30万円育児期(子が3歳以降就学前まで）の柔軟な働

き方に関する制度を複数導入した上で「育児に
係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度
利用者を支援した場合、または子の看護等休暇
を法を上回る制度として有給化し、利用者が出
た場合に支給（制度利用期間延長などの場合は
さらに20万円の加算あり）

各ステージごとの支援があります

不妊治療と仕事の両立支援に加え、女性の健康課題に対応するための両立支援
コースもご活用ください！（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース）
①不妊治療のための制度利用 ②月経等及び③更年期の症状への対応を支援するための制度

利用 各３０万円

 拡大！

どちらか
選択！

こちらも
チェック！



介護離職防止支援コース

①介護休業 仕事と介護の両立支援プランを作成し、プランに基づき介護休業
を取得・職場復帰させた場合 40万円（連続15日以上の休業は60万円）

②介護両立支援制度 仕事と介護の両立支援プランを作成し、プランに基づ
き介護のための短時間勤務制度などの制度を利用させた場合

20万円（制度導入数や利用日数に応じて最大40万円）

③業務代替支援 介護休業取得者及び短時間勤務制度利用者について、
代替要員の新規雇用（派遣含む）又は業務を代替する労働者への手当支給等を
行った場合 新規雇用 20万円（連続15日の休業の場合は30万円）

手当支給 休業の場合5万円、短時間勤務の場合3万円

④介護休暇制度有給化支援
有給の介護休暇制度を導入し、利用させた場合 30万円

（10日以上の有給休暇付与の場合は50万円）

New! !

詳しい支給要件や手続きは厚生労働省HPか以下までお問い合
わせください。

〒840-0801 佐賀市駅前中央３丁目３番２０号 佐賀第２合同庁舎５階

佐賀労働局 雇用環境・均等室 ℡０９５２－３２－７２１８

【両立支援等助成金のHP】

仕事と介護が両立できる“職場環境づくり”に取り組む事業主を支援します！！

人材確保等支援助成金（テレワークコース）

各コース等ごとに対象となる企業規模が異なります。

テレワークを制度として導入・実施することで、人材確保や雇用管理改善等
の観点から効果をあげた中小企業事業主を支援します。
【助成の対象となる取組】
労働者がテレワークを実施しやすい職場風土づくり、労務管理担当者や労

働者に対する研修 など
【支給額】
①制度導入助成 20万円 ② 目標達成助成 10万円

①の助成を受けた事業主が要件を満たした場合

ご存じですか？



全国社会保険労務士会連合会受託実施機関

令和8年度 厚生労働省委託事業
「中小企業・小規模事業者等に対する
  働き方改革推進支援事業」

働 き 方 改 革

お悩みに寄り添います
中小企業事業主等の皆様へ

カスハラの
対応をしたい!

働き方改革に関する様々な課題に社会保険労務士がお答えします。

〒840-0843
佐賀市川原町8番27号
平和会館1階

佐賀働き方改革推進支援センター

平日9：00～17：00 ※年末年始を除く

R8.6.1

saga@workstylereform.net
0120-610-464開所時間 T E L

F A XE-mail 0952-20-1541

Q

対応をご説明
しましょうかA

残業のない
働き方を知りたい！

Q

好事例と法制度を
ご案内しましょうかA

人手不足を
解消したい!

Q

人材育成研修を
しませんかA

補助金・助成金
を利用したい!

Q

ご案内
しますA

社員研修を
したい!

Q

資料提供や講師を
しましょうかA

ご利用
いただける
サービス 電話相談 メール相談 来所・訪問相談 セミナー

社員研修

佐賀産業保健総合支援センター 佐賀県よろず支援拠点 とも連携！

相談無料
秘密厳守

補助金（中小企業庁） 助成金（厚労省）

MAP▶H P▶
Youtube
チャンネル▶

YouTubeチャンネル始めました▶
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